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障害児通所支援に関する Q&Aについて 

 

  

日頃より本市福祉行政の推進にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件について、事業者から多くお問い合わせを頂く質問について、下記のとおり整 

理しましたのでご確認ください。 

  なお、Q&A問１の専門的支援加算の心理指導担当職員の配置については、令和 5年 1月１ 

日より適用（提出期限：令和 4年 12月 15日）としますので、現在同加算を公認心理士、臨床 

心理士、臨床発達心理士以外の資格取得者で算定している事業所におかれましては、ご注意く 

ださい。その他のQ&Aに関する取扱いについては、これまでの取扱いを変更するものではないこ 

とを申し添えます。 
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障害児通所支援事業所に関する Q＆A 

  

専門的支援加算 

問 1  

心理指導担当職員を配置することにより加算を算定する場合について。 

（答） 

 心理指導担当職員については、 

① 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修す

る学科、研究科若しくはこれに相当する過程を修めて卒業した者であって、 

② 個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる

者 

とあり、令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A問 63において、人材確保の観

点も考慮し、公認心理士などの資格を有する者に限定しないこと、としております。 

本市においては、専門的な支援の強化という観点から上記②の要件については、公認心理士、

臨床心理士、臨床発達心理士の資格を有する者、若しくは 5 年以上個人及び集団心理療法に関

する業務に従事していた者、とします。（５年については、在職期間の合計が 5 年以上であって、従

事日数の合計が 900日以上とします。） 

 

（答） 

 個別支援計画に専門的な支援が必要と記載のある児童についてのみ算定可とします。 算定にあ

たっては、個別支援計画の提出は不要ですが、支援内容確認のため提出を求める場合もあります。 

 

専門的支援加算 

問 2 

 留意事項（令和 3年 3月 30日障発 0330第 3号）によると、通所支援計画を作成していな 

い場合、当該作成していない障害児については算定できないとあるが、対象児童をどのように解 

釈するのか。 

児童指導員等加配加算及び専門的支援加算 

問 3  

児童指導員等加配加算・専門的支援加算算定対象職員が保育所等訪問支援員を兼務する

ことについて。 児童発達支援・放課後等デイサービスと保育所等訪問支援のサービス提供時間

が重なる場合、児童指導員等加配加算及び専門的支援加算の算定可能か。 



（答） 

 多機能型事業所において、児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス提供時間外に加算

算定職員が保育所等訪問支援を行うことは可能です。しかしながら、訪問支援員の置くべき員数に

基準上常勤換算の考え方がないため、当該職員一人で保育所等訪問支援従事時間も含めて常

勤換算 1.0 人として加算を算定することは認められず、他の職員と合わせて児童発達支援・放課

後等デイサービス提供時間に常勤換算 1.0人の配置可能であれば算定可とします。 

 

（答） 

 常勤職員をもって加算の算定を行っている場合、暦月で 1 ヶ月を超えない有給休暇であれば算

定可能とします。（H19.12.19障害福祉サービスに係る Q&A参照。）非常勤職員で算定している

場合は、当該日については常勤換算に含めることはできず、他の職員で補うことができなければ、そ

の月は算定不可としております。 

問 4  

児童指導員等加配加算及び専門的支援加算算定対象職員の有給休暇等の取扱いについ

て。 


